
大

抄

録

曾
漢
簡
よ
り
見
た
る
漢
代
の
裁
判
制
度

鷹

取

誌

司

671 

戟
園
時
代
か
ら
清
朝
に
到
る
中
園
の
裁
剣
制
度
に
お
い
て
は
、
被
疑
者
に
有

罪
を
宣
告
す
る
際
に
は
原
則
と
し
て
本
人
の
自
白
が
必
要
で
あ
り
、
こ
の
罪
扶

自
認
を
以
て
裁
剣
は
終
結
し
、
そ
の
後
は
そ
の
罪
放
に
相
嘗
す
る
刑
の
引
き
嘗

て
が
行
わ
れ
る
の
み
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
取
-
調
べ
即
ち
審
理
な
の
で
あ
る
。
ま

た
、
所
謂
刑
事
・
民
事
と
い
っ
た
案
件
内
容
に
よ
っ
て
異
な
っ
た
裁
剣
手
績
き

が
存
在
す
る
の
で
は
な
い
、
と
い
わ
れ
て
き
た
。

と
こ
ろ
で
、
居
延
・
敦
煙
出
土
の
漢
代
簡
晴
嵐
に
は
、
貰
買
代
金
や
賃
金
の
回

吹
を
官
に
劃
し
て
依
頼
し
た
も
の
が
頻
見
す
る
。
依
頼
を
受
け
た
官
は
債
権
回

牧
に
際
し
て
、
債
務
者
を
「
験
問
」
し
事
賞
関
係
の
解
明
を
行
っ
た
上
で
債
権

を
回
牧
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
「
裁
剣
」
を
公
権
力
に
よ
る
事
件
・
紛
争
の
解

決
・
裁
定
と
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
官
に
よ
る
債
権
回
牧
も
「
裁
判
」
と
言
い
得

る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
兵
鐙
的
事
例
に
嘗
た
る
の
が
か
の
「
候
粟
君
所
責
窟
恩
事

加
害
」
で
あ
る
。

本
報
告
で
は
、
こ
の
筋
書
に
見
え
る
債
権
回
牧
手
緩
き
の
検
討
を
通
じ
て
、

漢
代
の
裁
剣
制
度
1

1
こ
の
場
合
は
所
謂
民
事
案
件
に
嘗
た
る
が
ー
ー
を
考
え

て
み
た
い
。
特
に
冒
頭
で
述
べ
た
中
園
の
裁
剣
制
度
に
お
け
る
特
徴
と
の
比
較

に
お
い
て
。

仲
山
父
の
時
代

松

井

嘉

徳

仲
山
父
(
仲
山
甫
)
は
、
西
局
時
代
後
期
、
宣
王
の
「
中
興
」
を
さ
さ
え
た

輔
弼
の
匡
で
あ
る
。
『
詩
経
』
大
雅
・
系
民
に
そ
の
徳
を
う
た
わ
れ
、
『
圏
一語』

周
語
上
に
は
そ
の
言
行
が
記
録
さ
れ
て
い
る
。
奨
(
陽
笑
)
を
采
邑
と
す
る
撤
去

仲
氏
の
始
租
と
さ
れ
る
。

と
こ
ろ
で
、
仲
山
父
(
仲
山
甫
〉
の
名
は
、
排
行
す
な
わ
ち
伯
・
仲
・
叔
・

季
の
「
仲
」
と
、
男
子
の
寧
稽
「
父
(
甫
ど
か
ら
構
成
さ
れ
る
稽
謂
で
あ
る
。

『
左
停
』
の
仲
慶
父
・
『
園
語
』
の
伯
陽
父
な
ど
も
、
仲
山
父
と
同
様
に
「
排

行
」
某
「
父
」
の
構
成
を
も
っ
稽
謂
で
あ
る
が
、
文
献
史
料
に
お
け
る
「
排

行
」
某
「
父
」
の
用
例
は
寅
は
さ
ほ
ど
多
く
は
な
い
。
こ
れ
に
劃
し
て
、
西
周

中
期
か
ら
後
期
に
か
け
て
の
青
銅
器
銘
文
に
お
い
て
は
、
い
わ
ゆ
る
自
作
器
を

中
心
と
し
て
、
「
排
行
」
莱
「
父
」
の
用
例
を
多
数
見
出
す
こ
と
が
で
き
る

の
で
あ
る
。
仲
山
父
(
仲
山
甫
)
に
関
し
て
も
、
「
仲
山
甫
鼎
、
其
高
年
、
子

子
孫
孫
、
永
保
用
」
の
銘
を
も
っ
青
銅
器
が
旬
奴
南
皐
子
よ
り
献
上
さ
れ
た
と

い
う
記
録
が
残
さ
れ
て
い
る
(
『
後
漢
書
』
資
態
俸
)
。

今
回
の
報
告
で
は
、
青
銅
器
銘
文
に
み
え
る
「
排
行
」
某
「
父
」
な
る
稽
謂

に
注
目
し
、
そ
の
枚
集
・
整
理
を
通
し
て
、
こ
の
稽
謂
の
ニ
意
味
す
る
と
こ
ろ
を

明
ら
か
に
す
る
。
さ
ら
に
西
周
中
期
か
ら
後
期
と
い
う
時
期
に
「
排
行
」
某

「
父
」
な
る
祷
謂
が
盛
行
す
る
政
治
的
・
祉
曾
的
背
景
を
考
察
し
、
仲
山
父

(
仲
山
甫
〉
の
時
代
を
讃
み
と
く
一
つ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
と
し
た
い
。
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